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賃金規程 

第１章  総則 

（賃金の構成） 

第１条  賃金の構成は、次のとおりとする。 

 

        基本給 

                 

               通勤手当 

賃金      手 当     精勤手当 

               技能・資格手当 

                  

               時間外労働割増賃金 

         割増賃金  

             休日労働割増賃金 

 

 

第２章  基本給 

（基本給） 

第２条  基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各

人別に決定する。 

 

 

第３章  諸手当 

（通勤手当） 

第３条  通勤手当は、月額３０，０００円までの範囲内において、通勤に要

する実費に相当する額を支給する。 

 

（技能・資格手当） 

第４条  技能・資格手当は、次の資格を持ち、その職務に就く者に対し支給

する。 

公認心理士                   月額  20,000 円 

社会福祉士                                月額  20,000 円 
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介護福祉士                                  月額  15,000 円 

精神保健福祉士                              月額  10,000 円 

保育士                                      月額   10,000 円 

※保育士資格取得後 5 年以上福祉施設経験者 

児童指導員                                  月額  10,000 円 

※児童指導員資格取得後 5 年以上福祉施設経験者                                      

 

（精勤手当） 

第５条  精勤手当は、当該賃金計算期間における出勤成績により、次のとお

り支給する 

① 無欠勤の場合       月額  3,000 円 

２ 前項の精勤手当の計算においては、次のいずれかに該当するときは出勤し

たものとみなす。 

① 年次有給休暇を取得したとき 

② 業務上の負傷又は疾病により療養のため休業したとき 

３ 第１項の精勤手当の計算に当たっては、正当な理由がない場合は遅刻又は

早退１回をもって、欠勤１日とみなす。 

 

 

第４章  割増賃金 

（割増賃金） 

第６条  時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の

計算方法により支給する。 

(１) １か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。

この場合の１か月は毎月２０日を起算日とする。 

① 時間外労働４５時間以下・・・２５％ 

② 時間外労働４５時間超～６０時間以下・・３５％ 

（２）時間外労働に対する割増賃金の計算において、上記（１）及び（２）の

いずれにも該当する時間外労働の時間数については、いずれか高い率で

計算することとする。 

 

 

２ 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。 

（１） 月給制の場合 
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① 時間外労働の割増賃金 

（時間外労働が 1か月 45時間以下の部分） 

  基本給＋役付手当＋技能・資格手当＋精勤手当 
                        ×1.25×時間外労働の時間数 
   １か月の平均所定労働時間数 
 
 

② 休日労働の割増賃金（法定休日に労働させた場合） 

  基本給＋役付手当＋技能・資格手当＋精勤手当 
                         ×1.35×休日労働の時間数 
   １か月の平均所定労働時間数 
        

（２）時間給制の場合 

 

① 時間外労働の割増賃金 

（時間外労働が 1か月 45時間以下の部分） 
                             
          役付手当＋技能・資格手当＋精勤手当  
   時間給 ＋                     
            １か月の平均所定労働時間数        
                             

         × 1.25 × 時間外労働の時間数 

 

② 休日労働の割増賃金 

                             
          役付手当＋技能・資格手当＋精勤手当  
   時間給 ＋                      
           １か月平均所定労働時間数        
                             

         × 1.35 × 休日労働の時間数 

 

 

第５章  休暇・欠勤等 

（休暇等の賃金） 

第７条  年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常

の賃金を支払う。 

２ 産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、

育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間

及び介護休暇期間、裁判員等のための休暇の期間は、無給とする。 

３ 第９条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない 
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（臨時休業の賃金） 

第８条  会社側の都合により、所定労働日に労働者を休業させた場合は、休業

１日につき労基法第１２条に規定する平均賃金の６割を支給する。この場合に

おいて、１日のうちの一部を休業させた場合にあっては、その日の賃金につい

ては労基法第２６条に定めるところにより、平均賃金の６割に相当する賃金を

保障する。 

 

（欠勤等の扱い） 

第９条  欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又

は時間分の賃金を控除する。 

２ 前項の場合、控除すべき賃金の１時間あたりの金額の計算は以下のとおり

とする。 

（１）月給の場合 

基本給÷１か月平均所定労働時間数 

   （１か月平均所定労働時間数は第３６条第３項の算式により計算する。） 

 

 

第６章  賃金の支払 

（賃金の計算期間及び支払日） 

第１０条  賃金は、毎月２０日に締め切って計算し、当月２５日に支払う。

ただし、支払日が休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。 

２ 前項の計算期間の中途で採用された労働者又は退職した労働者については、

月額の賃金は当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。 

 

（賃金の支払と控除） 

第１１条  賃金は、労働者に対し、通貨で直接その全額を支払う。 

２ 前項について、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する金融機関

の預貯金口座へ振込により賃金を支払う。 

３ 次に掲げるものは、賃金から控除する。 

① 源泉所得税 

② 住民税 

③ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分 

④ 労働者代表との書面による協定により賃金から控除することとした、財

形貯蓄等の積立金 
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（賃金の非常時払い） 

第１２条  労働者又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれか

の場合に該当し、そのために労働者から請求があったときは、賃金支払日

前であっても、既往の労働に対する賃金を支払う。 

① やむを得ない事由によって１週間以上帰郷する場合 

② 結婚又は死亡の場合 

③ 出産、疾病又は災害の場合 

④ 退職又は解雇により離職した場合 

 

 

第７章  昇給・賞与 

（昇給） 

第１３条  昇給は、毎年４月１日をもって行うものとする。 

２ 顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給

を行うことがある。 

３ 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。 

 

（賞与） 

第１４条  賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対

し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業

績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は

支給しないことがある。 

 

算定対象期間 支給日 

１２月 １日から ６月３０日まで  ８月１５日 

 ７月 １日から１１月３０日まで １２月２９日 

２ 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人

ごとに決定 

する。 
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附則 

 この規定は、平成２３年１０月２１日より適用する 

 この規定は、平成２４年１０月２１日より適用する 

この規定は、平成２６年 １月 １日より適用する 

この規定は、平成２９年 ４月 １日より適用する 

この規定は、令和 ４年 ４月 １日より適用する 


